
インフォメーション 

昭
和
33
年
結
婚
の 

ご
夫
婦
へ 

旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護
 

婦
・
旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦
 

の
皆
さ
ん
へ
 

熊
本
県
介
護
支
援
専
門
員
 

実
務
研
修
受
講
試
験
 

高
校
生
の
税
の
作
文
募
集
！
 

大
腸
フ
ァ
イ
バ
ー 

（
Ｓ
字
状
結
腸
内
視
鏡
） 

検
診
前
の
説
明
会 

所
得
税
の 

予
定
納
税 

（
第
一
期
分
） 

平
成
20
年
毎
月
勤
労
統
計 

調
査
特
別
調
査
に
ご
協
力
を 

高
齢
者
に
職
業
を 

紹
介
し
ま
す 

募
集 

お

知
ら
せ 

熊
本
県
小
児
救
急
電
話
相
談 

夜
12
時
ま
で
延
長 

ひ
と
り
親
家
庭
一
日 

親
睦
旅
行
参
加
者
募
集 

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン 

９：30

13：15

15：00

９：00

11：45

13：15

開始時間 

泉ヶ丘市民センター２階（研修室Ａ） 

市役所合志庁舎２階（大会議室） 

みどり館（多目的室） 

黒石市民センター（研修室） 

西合志図書館（集会室） 
※市役所（西合志庁舎）と御代志市民
センターの駐車場をご利用ください 

須屋市民センター２階（研修室） 

説明会会場 

７月７日（月） 

７月８日（火） 

説明会日程 

各会場駐車場に限りがありますので、お近くの人は 
できるだけ徒歩か乗り合わせでおいでください。 

   

　
熊
本
日
日
新
聞
社
が
、
結
婚
50

年
を
迎
え
た
ご
夫
婦
を
表
彰
し

ま
す
。 

　
表
彰
を
受
け
る
に
は
、
必
ず

事
前
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。 

　
６
月
上
旬
、
各
区
長
を
経
由
し
、 

該
当
者
の
調
査
依
頼
を
し
て
い

ま
す
。
７
月
18
日
（
金
）
ま
で
に

万
が
一
、
回
覧
が
届
か
な
い
場

合
は
、
高
齢
者
支
援
課
ま
で
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

　
申
し
込
み
は
、
高
齢
者
支
援

課
（
西
合
志
庁
舎
）
で
も
受
け
付

け
ま
す
。 

●
対
　
象 

昭
和
33
年
１
月
１
日
〜
昭
和
33

年
12
月
31
日
に
結
婚
し
た
夫
婦 

●
受
付
期
限 

７
月
22
日（
火
） 

　
回
覧
時
の
調
査
票
に
記
入
し

た
場
合
は
、
連
絡
は
不
要
で
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

高
齢
者
支
援
課 

高
齢
者
保
険
班（
西
合
志
庁
舎
） 

�（
２
４
２
）１
１
０
９ 

      

　
先
の
大
戦
で
、
外
地
等（
事
変

地
の
区
域
ま
た
は
戦
地
の
区
域
）

に
派
遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生
勤
務

に
従
事
さ
れ
た
旧
日
本
赤
十
字

社
救
護
看
護
婦
お
よ
び
旧
陸
海

軍
従
軍
看
護
婦
の
人（
慰
労
給
付

金
受
給
者
を
除
く
）に
対
し
て
、

内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
が
贈

呈
さ
れ
ま
す
。
贈
呈
に
は
請
求

申
込
が
必
要
で
す
。（
請
求
用
紙

は
西
合
志
庁
舎
福
祉
課
窓
口
に

あ
り
ま
す
） 

●
請
求
期
限 

平
成
21
年
３
月
31
日
（
火
） 

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室
業

務
担
当 

�
０
３（
５
２
５
３
）５
１
８
２ 

     

●
と
　
き 

10
月
19
日（
日
）
午
前
10
時
〜 

●
と
こ
ろ
　 

①
熊
本
学
園
大
学 

②
熊
本
大
学 

●
受
験
資
格 

原
則
と
し
て
、
保
健
、
医
療
、

福
祉
の
分
野
で
通
算
５
年（
１

部
10
年
）以
上
の
実
務
経
験
を

有
す
る
人 

●
試
験
案
内
の
配
布 

　
７
月
18
日（
金
）ま
で 

●
試
験
案
内
配
布
場
所 

熊
本
県
社
会
福
祉
協
議
会 

合
志
市
社
会
福
祉
協
議
会 

●
受
験
申
込
受
付
期
間 

７
月
７
日（
月
）〜
７
月
18
日（
金
） 

●
申
込
方
法 

　
受
験
申
込
書
は
、「
試
験
案
内
」

巻
末
専
用
封
筒
を
使
用
し
、
１

通
に
つ
き
１
人
分
を
必
ず
簡
易

書
留
で
申
込
先
に
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。（
７
月
18
日
消
印
有
効
） 

●
受
験
手
数
料
　
８
、８
０
０
円 

※
試
験
合
格
者
を
対
象
に
実
務

研
修
を
実
施
し
ま
す
。 

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

熊
本
県
社
会
福
祉
協
議
会 

〒
８
６
０
│

０
８
４
２ 

熊
本
市
南
千
反
畑
町
３
│

７ 

熊
本
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

４
階 

�（
３
２
２
）８
０
７
７ 

     

　
子
ど
も
の
急
な
病
気
に
対
す

る
不
安
の
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、

地
域
の
小
児
救
急
医
療
体
制
の

補
強
と
医
療
機
関
の
機
能
分
化

を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

県
下
全
域
を
対
象
に
、
全
国
同

一
の
短
縮
番
号「
♯（
シ
ャ
ー
プ
）

８
０
０
０
」で
、
夜
間
の
小
児
救

急
に
関
す
る
相
談
等
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。 

●
設
置
場
所 

熊
本
市
医
師
会
立
熊
本
地
域

医
療
セ
ン
タ
ー
内 

●
電
話
番
号 

♯
８
０
０
０ 

※
た
だ
し
、
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
、

Ｉ
Ｐ
電
話
お
よ
び
光
電
話
の

場
合
は
�（
３
６
４
）９
９
９
９ 

●
受
付
時
間 

毎
日
、
午
後
７
時
か
ら
午
後

11
時
ま
で
で
し
た
が
、
７
月

か
ら
午
後
12
時
ま
で
延
長
し

ま
す
。 

●
相
談
員 

看
護
師（
必
要
に
応
じ
て
小
児

科
医
） 

          

　
国
税
局
と
税
務
署
で
は
、
高

校
生
の
皆
さ
ん
か
ら
税
に
関
す

る
作
文
を
募
集
し
ま
す
。 

　
テ
ー
マ
は
、
税
や
税
務
署
に

つ
い
て
の
意
見
な
ど
、
税
に
関

す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
何
で
も
結

構
で
す
。 

　
字
数
は
、
２
０
０
０
字
程
度
で
、

締
め
切
り
は
９
月
８
日（
月
）で
す
。 

　
ま
た
、
中
学
生
に
つ
い
て
も

全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
と

国
税
庁
に
お
い
て
同
じ
テ
ー
マ

で
募
集
し
て
い
ま
す
。
字
数
は

１
２
０
０
字
以
内
で
、
締
め
切

り
が
９
月
上
旬
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

熊
本
国
税
局
国
税
広
報
広
聴
室 

�（
３
５
４
）６
１
７
１ 

菊
池
税
務
署 

�
０
９
６
８(

２
５)
２
１
２
１ 

     

　
ひ
と
り
親
家
庭
を
対
象
に
一

日
親
睦
旅
行
を
行
な
い
ま
す
。

母
子
会
に
加
入
し
て
い
な
い
母

子
家
庭
の
人
や
、
父
子
家
庭
の

人
も
参
加
で
き
ま
す
。 

●
と
　
き 

８
月
３
日（
日
）
午
前
９
時
〜 

●
と
こ
ろ 

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド（
荒
尾
市
） 

●
申
込
期
限
　
７
月
20
日（
日
） 

●
参
加
費
　
無
料 

●
対
象
者 

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
子 

●
定
　
員 

50
人 

定
員
を
超
え
た
場
合
抽
選 

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

合
志
市
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会 

�（
２
４
７
）３
６
６
８ 

宮
田 

�
０
９
０（
７
４
４
１
）３
３
８
９ 

                    

　
２
０
０
５
年
の
が
ん
死
亡
の

内
訳
で
見
る
と
、
大
腸
が
ん
は

女
性
で
１
位
、
男
性
で
４
位
と
急

激
に
増
え
て
い
ま
す
。
大
腸
が
ん

は
発
症
す
る
ま
で
に
時
間
を
要
し
、

早
期
に
見
つ
か
る
と
ほ
ぼ
１
０
０

％
治
療
が
で
き
ま
す
。
大
腸
が

ん
を
早
期
に
見
つ
け
る
た
め
に

大
腸
フ
ァ
イ
バ
ー
検
診
を
受
け

ま
せ
ん
か
。 

　
近
く
の
市
民
セ
ン
タ
ー
等
に

検
診
車
が
巡
回
し
ま
す
。
事
前

に
申
し
込
み
を
し
て
い
る
人
は

次
の
日
程
の
説
明
会
に
ご
出
席

く
だ
さ
い
。
ま
だ
お
申
し
込
み

が
お
済
み
で
な
い
人
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

　
説
明
会
で
検
診
日
時
の
予
約

や
下
剤
な
ど
の
配
布
等
が
あ
り

ま
す
。 

●
対
象
者
　
30
歳
以
上
の
市
民 

●
問
い
合
わ
せ
先 

健
康
づ
く
り
推
進
課 

健
康
推
進
班（
西
合
志
庁
舎
） 

�（
２
４
２
）１
１
８
３ 

    
　 

    

　
平
成
20
年
分
の
所
得
税
の
予

定
納
税
第
一
期
分
の
納
期
限
は
、

７
月
31
日（
木
）と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
予
定
納
税
が
必
要
な
人
に
は
、

税
務
署
か
ら
６
月
中
旬
に
、「
予

定
納
税
額
の
通
知
書
」
を
お
送
り

し
て
い
ま
す
。
通
知
書
に
記
載

さ
れ
た
第
一
期
分
の
金
額
を
期

限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
こ
の
予
定
納
税
は
、
前
年
分

の
所
得
税
額
を
基
に
計
算
し
て

あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
事
業
等

を
廃
業
し
た
り
災
害
で
財
産
に

損
害
を
受
け
た
り
し
た
た
め
、

本
年
分
の
納
税
額
が
前
年
分
よ

り
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
る
人
は
、

７
月
15
日
（
火
）
ま
で
に
予
定
納

税
の
減
額
承
認
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

菊
池
税
務
署 

�
０
９
６
８（
２
５
）２
１
２
１ 

     

　
熊
本
県
で
は
、
８
月
か
ら
９

月
に
か
け
て
、
毎
月
勤
労
統
計

調
査
特
別
調
査
を
実
施
し
ま
す 

　
こ
の
調
査
は
、
常
用
労
働
者

１
〜
４
人
を
雇
用
す
る
事
業
所

を
対
象
と
し
て
、
賃
金
や
労
働

時
間
、
雇
用
な
ど
の
状
況
を
調

査
す
る
も
の
で
す
。
調
査
結
果
は
、

国
や
県
の
経
済
お
よ
び
労
働
な

ど
の
施
策
を
推
進
す
る
上
で
の

重
要
な
基
礎
資
料
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
指
定
さ

れ
た
地
域
の
事
業
所
に
、
県
が

任
命
し
た
統
計
調
査
員
が
訪
問

し
ま
す
。
調
査
す
る
の
は
７
月

分
の
状
況
で
す
。
本
調
査
の
重

要
性
を
ご
理
解
の
上
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

熊
本
県
統
計
調
査
課 

�（
３
３
３
）２
１
７
４ 

     

　
高
齢
者
に
無
料
で
職
業
を
紹

介
し
ま
す
。
ま
た
、
仕
事
の
相

談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

●
と
　
き 

毎
週
月
・
水
曜
日 

午
前
９
時
〜
午
後
４
時 

●
と
こ
ろ 

菊
池
地
域
振
興
局
福
祉
課 

（
菊
池
保
健
所
） 

●
問
い
合
わ
せ
先 

�
０
９
６
８（
２
４
）２
１
２
５ 
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